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令和２年４月３０日

保護者各位

青森県立青森聾学校
校長 中谷 えり子

学校再開のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止の緊急事態宣言を受け、４月２０日から５月６日ま
で臨時休業となっています。４月３０日時点では、５月７日に学校を再開し、寄宿舎は５
月６日の午後に開舎する予定です。
公共交通機関を利用している通学生及び寄宿舎生の登下校及び開舎・閉舎に伴う移動に

ついてはこれまで同様、保護者等の送迎での御協力をお願いします。
学校では、これまで以上に感染防止に留意し、「三つの密」を避けるための配慮や換気、

手洗い、消毒、検温等、積極的に行いますので、御家庭の過ごし方等においても同様にお
願いします。本校における新型コロナ感染症防止対策は下記を御覧ください。
また、感染が心配で登校を見合わせる場合は、出席停止となりますので学級担任を通し

てお知らせくださるようお願いします。
児童生徒・保護者の皆様に青森県教育委員会から新型コロナウイルス感染症をめぐる県

立学校の臨時休業及び学校再開についての説明がありますので、別紙で御覧くださるよう
お願いします。
なお、今後の国の動向や県内での感染者が大幅に増加するなどの状況の変化により、臨

時休業が延長される場合は、追って緊急メール及び学校ホームページでお知らせしますの
でよろしくお願いいたします。

記

本校における感染症防止対策

（１）健康・環境管理について
①登校前の検温は、ご家庭及び寄宿舎にお願いし、給食前には、保健室で全員検温し
ます。また、家庭や寄宿舎と連携して健康観察を丁寧に行います。
②換気を１時間おきに行います。
③教室、トイレ等の手を触れる部分を毎日消毒します。
④人との距離を１～２メートル空けるようにします。
⑤マスクを着用し、話すときのみマスクをずらします。

（２）給食及び舎食について
①手洗い、消毒を徹底します。
②対面しての食事を避け、同じ方向を向いて食べます。

（３）部活動について
①用具の消毒、練習前後の手洗い、洗顔、屋内の換気、清掃を行います。
②大会等については、開催の有無が分かり次第検討します。

（４）寄宿舎においては、一人部屋とし、他室訪問を控えます。


